
第21　歩道開設 第21　歩道開設
21ｰ1　適用範囲 21ｰ1　適用範囲

　作業歩道の開設に適用する。 　作業歩道の開設に適用する。

21-2　歩道開設歩掛（＊）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1,000ｍ当たり） 21-2　歩道開設歩掛（＊）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1,000ｍ当たり）

備考１　治山関係事業の標準歩掛(山腹工)の階段切付(A)歩掛の階段幅０.５ｍ（砂・礫質 備考１　治山関係事業の標準歩掛(山腹工)の階段切付(A)歩掛の階段幅０.５ｍ（砂・礫質

（削除）

備考１　歩道幅員60ｃｍ（片側30ｃｍ）の伐開が必要な場合には草刈機伐開歩掛により

治山事業（森林整備）設計標準歩掛　新旧対照表
改　　　　　正　　　　　後 改　　　　　正　　　　　前

　　 別途計上できるものとする。草刈機伐開歩掛には、刈払歩掛と刈払い後に支障の

　　 ない場所までの小運搬及び集積作業を含む。

　 ２　草刈機運転歩掛                                              １日当たり）

　　この歩掛は、森林整備を実施する上で、作業の効率化とその後の保育管理に必要な

　　　土）を準用したものである。

　　２　歩道開設歩掛には、草刈機伐開を行った延長分の根切り作業として、歩道開設

　　　歩掛の労務費に１０％加算できるものとする。

　　３　既存の歩道で補修が必要な場合は、別途計上する。

　　この歩掛は、森林整備を実施する上で、作業の効率化とその後の保育管理に必要な

　　　土）を準用したものである。

　　２　歩道開設歩掛には、草刈機伐開を行った延長分の根切り作業として、歩道開設

　　　歩掛の労務費に１０％加算できるものとする。

　　３　既存の歩道で補修が必要な場合は、別途計上する。

（参考　治山林道必携（積算・施工編）1-2伐開・除根(2)草刈機伐開歩掛）

草刈機伐開歩掛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（100㎡あたり）

普通作業員 砂、砂質土、粘性土、礫質土 平均傾斜 35°未満 23.0 人 

普通作業員 砂、砂質土、粘性土、礫質土 平均傾斜 35°以上 36.0 人 

 

普通作業員 砂、砂質土、粘性土、礫質土 平均傾斜 35°未満 23.0 人 

普通作業員 砂、砂質土、粘性土、礫質土 平均傾斜 35°以上 36.0 人 

 

名称 規格 単位 1 種 2 種 

草刈機運転 肩掛式 カッター径 255ｍｍ 日 0.14 0.32 

特殊作業員  人 0.14 0.32 

 

使用機種 
         歩         掛 

 名 称  単 位 数 量    摘     要 

草刈機 
 燃料費   ㍑    1.53 混合油 

 機械損料   日    1.00 肩掛式 カッター径 255 ㎜ 
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